
 

～インフルエンザ予防接種のご案内～ 

日頃より、恒春の丘ショートステイをご利用いただきありがとうございます。 

感染防止、蔓延防止の観点からインフルエンザ予防接種を原則皆様にお願いしております。 

横浜市では 10 月 1 日より高齢者インフルエンザ予防接種を行っておりますので、かかり

つけの医師に相談され、早めの接種にご協力をお願い致します。 

また、大変申し訳ございませんが 11 月末日までにインフルエンザ予防接種をされていな

いご利用者様（アレルギー、疾患等で接種出来ない方を除く）の 12 月 1 日以降のご利用

は、感染防止、蔓延防止の観点から施設の判断とさせていただく場合もございますので、

予防接種が出来ない方は事前に担当者（渡辺・藤井）までご相談ください。 

接種された方に関しましては、コピーで結構ですので接種を証明できるものを施設まで 

ご提出ください。お手数をお掛けして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。 

 

～11 月の理美容について～ 

11 月の理美容は 11/8（火）・11/17（木）を予定しております。カットを希望される

方は、お手数ですが、感染予防対策としてマスクのご持参、着用をお願い致します。また、

美容を希望される際には、前日の体調確認の連絡などの際に、美容希望を担当者へ伝えて

頂いた上、【入所時連絡表】の希望欄に、有か無かをご記載ください。 

※市中の感染状況によって急遽中止となる場合がございますので予めご了承下さい。 

 

～後期高齢者被保険者証について～ 

横浜市在住の方においては、9 月中旬頃に新しい後期高齢者被保険者証（令和 4 年   

10 月 1 日～令和 6 年 7月 31 日まで）が届いているかと思います。まだ、提出をされて

いない方は、お手数ですが原本の持参またはコピーの提出をお願いします。 

＊令和 4 年 7 月も後期高齢者被保険者証が届いているかと思いますが、令和 4 年 10 月  

1 日から、75 歳以上で年収 200 万円以上(夫婦年収計 320万円以上)の世帯の医療費負担

割合が 2割、現役並み所得者は負担割合 3割となった関係で、変更の有無を問わず、新し

い後期高齢者被保険者証がご自宅に届いているかと思います。 

 

～ご持参の荷物についてのお願い～ 

 恒春の丘では、SS利用中に持参されたお着替えに関しては施設内で洗濯することが可能

となっております。お持ちになられた衣類に関しては希望があれば洗濯（ドライ品につい

ては対応しておりません）を行いますので必要最低分のご持参で対応できます。別紙にて

持参品の一覧表を作成したのでそちらをご参照ください。 
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